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第 79 国⺠スポーツ⼤会ライフル射撃競技 第 3 回愛知県予選会（50m・10m） G4 

 

1. 主 催 愛知県ライフル射撃協会 
2. 主 管 競技委員会・段級審査委員会・選⼿強化委員会 
3. 後 援 公益財団法⼈愛知県スポーツ協会 
4. 期 ⽇ 2025 年 6 ⽉ 15 ⽇ (⽇) 

（少年種⽬：2025 年 6 ⽉ 8 ⽇ (⽇)） 
5. 会 場 スポーツ・パル⾼根の郷 

〒426-0131 静岡県藤枝市瀬⼾ノ⾕ 10258 
6. 競 技 種 ⽬ 国スポ種⽬ 

（太字：ブロック予選） 
予選実施種⽬ 競技時間 備考 

FR3×20＋FR40 FR3×20 90 分  
FR60PR FR60PR 50 分  

R3×20＋R60PR R3×20 90 分  
AR60 AR60 75 分  

AR60W AR60W 75 分  
AR60J+AR30J AR60J 75 分 6 ⽉ 8 ⽇実施 

AR60WJ+AR30WJ AR60WJ 75 分 6 ⽉ 8 ⽇実施 
AP60 AP60 75 分  

AP60W AP60W 75 分  
 

7. 競 技 時 間 第１射群：ATL 10:05、P/S 10:15、本射開始 10:30 
第 2 射群：ATL 12:35、P/S 12:45、本射開始 13:00 
（原則として、第 1 射群は FR60PR、AR60、AR60J、AR60W、AR60WJ を、第
2 射群は FR3×20、R3×20、AP60、AP60W を実施するが、申込み⼈数により
調整する。） 

8. 使 ⽤ 標 的 SIUS 社製電⼦標的（50m：CU931＋S2550、10m：CU951＋LS10） 
9. 競 技 規 則 ISSF 競技規則及び（公社）⽇本ライフル射撃協会競技規則を適⽤する。 
10. ⽤ 具 検 査 必要に応じて競技前後に⽤具検査を⾏う。 
11. 参 加 資 格 (1) 第 1 回または第 2 回予選会における各種⽬上位 3 名。その他国⺠スポーツ

⼤会ライフル射撃競技会 愛知県代表選⼿選考規程（以下「選考規程」とい
う）第４条の規定により第 3 回予選会の選考対象となった者。 
なお、「選考規程」第 3 条の規定を適⽤する。 

(2) 第 3 回予選会の選考対象とならない者の、オープン参加としての参加は認
めない。 

【参考】国⺠スポーツ⼤会ライフル射撃競技会 愛知県代表選⼿選考規程 
第３条 選考に応募できる資格は、公益財団法⼈⽇本スポーツ協会が定める国

スポ参加資格があり、かつ下記のいずれかの国スポ愛知県所属の資格がある
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こと、 
（１） ４⽉ 30 ⽇以前から国スポ終了まで、居住地を⽰す現住所が愛知県内

にあること。 
（２） ４⽉ 30 ⽇以前から国スポ終了まで、主たる勤務地が愛知県内である

こと。 
（３） 卒業した⼩学校・中学校・⾼校のいずれかが愛知県内、⼜は特例の「ふ

るさと」登録対象者 
２ 選⼿強化委員会は応募者の資格確認を実施する。 

12. 参 加 料 参加料は当⽇会場で受付ける。 
社会⼈・⼤学⽣：1 種⽬ 4000円、⾼校⽣：1 種⽬ 2000円（記録登録料含む。） 
（注）事前取消連絡をせずに当⽇⽋場した場合は、後⽇参加料を徴収する。 

13. 参 加 申 込 【成年種⽬】 
競技会の４⽇前までに愛知県ライフル射撃協会ホームページの申込みフォーム
⼜は Faxで保険加⼊申請も含めて申込むこと。 
＜FAX申込み先＞ 甲斐 伸⼀ (Fax) 0566-98-7567 
【少年種⽬】 
甲斐伸⼀ 宛に 1週間前までにメールで申込むこと。
e-mail：shooter_kai1968@yahoo.co.jp

14. 集 合 時 間 競技役員：9 時 15 分 選⼿：９時 30 分 
15. 段 級 審 査 (1) 事前申込みのうえ、段級審査当⽇、競技開始前までに受験料を添えて段級

審査委員会へ申込むこと。
(2) 段級審査は、ライフル射撃競技規則集「段級審査規程」に基づき実施する。 

16. 本競技会終
了後の代表
選⼿の決定

(1) 「選考規程」に基づき理事会で決定する。
(2) 少年種⽬の代表選⼿の東海ブロック⼤会エントリー代は協会が負担する。

17. 競 技 役 員 (1) 当該年度の競技役員編成表に基づく。
(2) 当⽇、競技役員の競技参加は１種⽬を限度とする。その他の参加者は競技

役員の⽀援に努めること。
(3) 当⽇役員業務に不都合がある場合は、必ず役員間で事前調整すること。

18. そ の 他 (1) 本年度国スポ予選会に初めて出場する選⼿で「国スポ参加者傷害補償制度」
の保険に加⼊希望する者は保険料として１⼈ 1,000 円を徴収する（予選会
では任意加⼊とする）

(2) 所持許可証、⽇本ライフル射撃協会会員証、愛知県ライフル射撃協会会員
証、射⼿⼿帳を持参し、受付に提出して記録押印を受けること。

(3) 銃器・弾薬の運搬・保管には特に留意し、危害、盗難、紛失の絶無を期する
こと。

(4) 公認審判員で競技役員となる者は、審判⼿帳を持参し記録押印を忘れない
こと。
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19. 問 合 せ 先 愛知県ライフル射撃協会 お問い合わせフォーム 
https://www.rifle-aichi.org/script/mailform/inquiry/ 

 


